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要約：

　栄養、食生活に様々な問題が発生する中で、子どもが心身共に健やかに生まれ育っために、母子に対する栄養指導

の重要性は言うまでもない。私達は、日本各地の保健所及び市町村における母子栄養事業の実施状況、各事業に関与

する職種及びそこで行われている栄養指導の実態等を調査し、母子栄養指導を充実させる方途を見いだしたいと考えた。

1都道府県保健所、市町村及び政令市保健所では、特別区保健所に比べ多種類の母子保健事業を実施しているが・

　各事業の実施率は低く、地域差がみられた。

2市町村における各健診には専門医の関与率は低かった。

3各所における母子栄養指導事業は、栄養士以外に保健婦の関与度が高く、特に市町村に常勤栄養士の不在のとこ

　ろが多く、従って保健婦によるところが多かった。

4各所における栄養指導の方法は多少異なり、保健婦が中心で行う市町村においては他所に比べ・個別指導が多かった。

5指導上の問題点として、健康相談・診断では人手不足を、栄養指導事業では対象の人集めをあげるところが多かった。

見出し語：母子保健事業、母子栄養指導、母子栄養指導上の問題点
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1　緒言 皿　調査結果及び考察

　1965年に母子保健法が公布されて以来、乳児及び妊産

婦健康診査の公費負担制度の制定及びその対象拡大、妊

婦乳児等保健相談事業、1歳6カ月児健診、母子保健指

導事業の創設と市町村の母子保健箏業のメニュー化など、

数多くの母子保健事業が展開され、母子の健全育成に果

たしてきた役割は甚だ大きい。しかし、核家族化、少子

化、さらに生活の場の劣悪化が進む中で、育児に関する

様々な問題が台頭し、現在実施されている健康診査や保

健指導の中には、母親や家族に十分受け入れられていな

いと思われるものも少なくない。

　一方、妊産婦及び子どもの食生活について眺めてみて

も、飽食の時代を迎え、母親の就業率は増加し・外食産

業が進展する中で、以前と全く異なった問題が発生して

いる。このような状況の中で、将来の高齢化社会を担う

子どもが、心身共に健やかに生まれ育っために、母子の

栄養指導の重要性は言うまでもない。

　私達はこれまでに保健所及び市町村の母子栄養指導担

当者ならびに乳幼児健診に携わる医師を対象に、母子保

健従事者間の連携状況、撃拗児栄養指導に関する問題把

握やそれに対する考え方などを調査し、様々な角度から

問題と要望が提示されたU2，。一方、保健所及び市町村

における母子栄養指導の現状を把握するために、その実

態調査を行ってきたが、充分な結果は得られなかった3》。

そこで、今年度は各保健所、市町村における母子保腱事

業の実施状況、各事業に関与する職種及び各事業におい

て行われている母子栄養指導の実態をさらに詳細に調査

し、母子栄養指導の充実または改善の方途を見いだした

いと考えた。

II調査対象及び方法

1　母子保健事業の実施状況

　各保健所、市町村において実施されている母子保健箏

業の内容と実施率を、対象別に表1～4に示す。

　①妊産婦対象の事業（表1）

　事業の種類は、都道府県、市町村及び政令市では12～

13種、特別区8種である。中でも母親学級は、政令市、特

別区においてはほぽ全所で実施されているが、都道府県

の実施率が低いのは、各保健所管内の市町村に移管して

いるところが多いためである。妊産婦健診の実施率が特

別区に高いのは、殆どの産後健診が児の3～5カ月児健

診に併設されているためである。また、栄養指導を主体

にした妊婦食教室、貧血教室を実施しているところは

0．4～7．8％と少ない。

表1　妊産婦を対象とした保健箏業の実施率

都道府県市町村政令市特別区

新婚（婚前）教室

両親（父親）教室

母親学級

安産教室

母乳教室

妊産婦健診

妊産婦相談・指導

・妊娠届出時の指導

妊産婦訪問指導P

妊婦食教室

貧血教室

歯科検診・教室

育児教室

1。0（％）

1．7

37．2

0。3

1。0

8．7

1．4

2．1

0。4

0．4

2。8

0．4

3．5（％）1，3（％）　（％）

3．8

74．4

2。5

2．0

1．8

7．3

8．0

7．3

2．8

1．0

2。8

1。5

3。9

97．4

3，9

3．9

16．9

26．0

6．5

3．9

3．9

7．8

7．8

2，6

10。5

94．7

42．1

5．3

5．3

5。3

5。3

5．3

　全国の847カ所の保健所及び私達が既に行った母子栄養

指導調査に回答を寄せた737カ所の市町村ωを対象に、平

成元年度に各所主体で行われた母子保健事業の実施状況、

各事業へ関与する職種、栄養指導業務の有無、栄養指導

担当職種及び指導の具体的内容についてアンケート調査

を行った。782カ所から回答を得た。回収率は49。4％であ

る。設置主体別対象の割合は、都道府県保健所（以下都道

府県）36．8％（288カ所）、市町村50．9％（398カ所）、政

令市保健所（以下政令市〉9．8％（77カ所）及び特別区保

健所（以下特別区）2．4％（19カ所）である。栄養士によ

る回答率は、都道府県88．3％、市町村42，3％、政令市96．1

％及び特別区100％で、残りはほとんどが保健婦である。

1）回答のあった比率である

　②乳児対象の事業（表2）

　事業数は、都道府県、市町村及び政令市では19～22種、

特別区10種で、都道府県、市町村及び政令市め健診・相

談における対象月齢は多様である。このうち、実施率が

一最も高い3～5カ月児健診・相談は、特別区では全所で、

市町村、政令市では70～80％のところで行われている。

ここでも都道府県の実施率は低く、市町村に移管されて

いるところが多いpこの他の健診・相談の実施率はいず

れも30％以下である。なお、ここに示した健診・相談の

うち、医療機関への委託率は、3～5カ月児健診・相談
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では、都道府県16％、政令市、市町村30％前後、特別区

0％、3～5カ月齢児以外の健診・相談では、都道府県

28％、市町村19％、政令市45％及び特別区100％である。

離乳食教室の実施率は8～30％、市町村、政令市では初期、　健

中期、後期にわたり行っているが、主に初期に行われる

ところが多く、政令市の実施率が高い。　　　　　　　　診

表2　乳児を対象とした保健事業の実施率

表3　幼児を対象とした保健事業の実施率

｝首・県市町村政令市特別区

都道府県市町村政令市特別区

　　1歳6カ月D
　　2歳代
　　3歳代D
　　4歳代
　　5歳代
相　幼児

　　眼科健診

談　心の検診

健

診

相

談

新生児

2カ月児

3～5カ月児
6カ月児

7カ月児

8カ月児

9カ月児

10カ月児
1歳前後

乳児
郵送健診

低出生体重児健診

般脱・整形外科健診

経過観察

訪間指導（低出生体重児）

　（％〉0．3（％）　（％）　（％）

0，3　　　 1．5　　 1．3

37，8　　　71．1　　80．5　　　100，0

4，5　　　27．4　　13，0　　　26．3

3，5　　 10．8　　 1．3

0．3　　　2；3　　 6，5

2．4　　　23．1　　　9，1　　　26．3

3．8　　　12．8　　　16，9

3．5　　　22．9　　　　　　　　10．5

10．4　　　　20．1　　　11．7　　　　10．5

0．3　　1．3

5．2　　　 0．3　　　1．3

4，9　　　3，0　　　7聾8

2．1　　　　1壁8　　　5．2　　　21，0

1．4　　　　0．5　　　2．6

経過

育児・健康相談

観察

4，2（％）94，0（％）94．8（％）842（％）

　　　　5．5　　1．3
76．0　　　38．9　　96．1　　100，0

　　　　0．8　　3．9
0．3　　　0，3　　　5．2　　　5．3

0，3

1．0　　0．8

0．3　　0．5

1．0　　　 8．3　　　2．6

5，9　　　 5．8　　　3．9　　21．1
紐運讐兄張

栄　　養

幼児食教室

やつ教室

の他指導

1．0

．0

1．8

．3

．5

10．4
3

5．3

　歯 1歳代
歳以上

育園、幼稚園児

1．0

．1

．4

7．5

6．6

．8

5．2

O．4

26』3
6．3

　歯 保育園、幼稚園児
童コンクール

1．7

．4

．7

3．3

．8

．0 1．3

教育

児

幼児

育園、幼稚園児

6．9

．4

15．3
．5

18．2
．3

5．3

1 回　のあった比率である

栄

養

離乳食教室（初期）

離乳食教室（中期）

離乳食教箆（後期）

離乳食教室（乳児期）

8．3

0．7

5．2

16壁6　　29．9　　　15聾8

4．0　　6．5

1．0　　2，6

11．1　　19，5　　　5．3

歯科教室（工歳前後）

育児教室

2．1　　　3．0　　 5，2

5．9　　　13．3　　 20，8　　　31聾6

　③幼児対象の事業（表3）

　都道府県18種、市町村20種、政令市14種及び特別区8種

の事業が行われている。この中、代表的な工歳6カ月児

健診、3歳児健診をみると、都道府県では3歳児健診を、

市町村では1歳6カ月児健診を主体として実施するとこ

ろが多く、政令市は両健診とも殆どのところで実施して

いる。特別区における1歳6カ月児健診の実施率は84％、

3歳児健診は100％で行われている。なお、これらの健診

のうち、医療機関へめ委託率は、都道府県、市町村及び

政令市では、いずれも20～30％、特別区では1歳6カ月

健診邸％、3歳児健診7％である。栄養指導、相談が中心

となる事業の実施率は1～10％と低い。

　④乳幼児、母子全般対象の事業（表4）

　事業数は、都道府県23種、市町村22種、政令市20種、

特別区11種で、ここでも、都道府県、市町村及び政令市

の事業は多様である。しかし、これらの実施率は10％以

下のものが多く、かなりの地域差がみられるが、中でも

実施率が高いのは乳幼児健診・相談である。

　⑤主な事業の実施回数、対象人数、受診（受講）人数、

受診率

　設置主体毎の平均値でみると、まず・母親学級4）宰施

回数は、都道府県、政令市及び特別区は月に1回前後、

市町村は2月に1回、1回の受講人数は、都道府県、市

町村及び特別区では25人前後、これに比べ政令市は45人

と多い。3～5カ月児、1歳6カ月児、3歳児健診の実
施状況をみると、実施回数は、都道府県は月に2回前後、

市町村は1～2カ月に1回、政令市は月に2～3回、特

別区は月に1～2回で、1回の対象人数は、都道府県、

特別区50人前後、政令市60人前後、市町村40人前後とな

る。受診率は80～90％で、市町村はいずれも90％以上と

高い。さらに、栄養相談、指導事業の実施回数は、都道

府県1～2月に1回、市町村、特別区2月に1回前後、

政令市月に1～2回で、1回の受講数はいずれにおいて

も10～20人、総受講数は健診の総対象数に比べ少なく、

栄養相談、指導事業への参加率は低い。

2　各母子保健事業に関与するスタッフ

　表1～4に示した事業のうち、実施率の高いもの及び

栄養指導を中心に、類似した事業を9種にまとめ、それ

ぞれに関与する職種を調べ、その結果を衰5、6に示し
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表4　乳幼児その他を対象とした保健事業の実施率・

健

診

◆

相

談

嚇・“市町村政令市特別区
健診、育児・健康相談

母子

発達（約束、特別）健診

心臓健診
アレルギー、喘，臼、健診

ハイリスク児相談

TEL相談

重9．8（器）　25．4（男）3童．2（％）57．9（男）

1．0　　4，3
．直6，7　　　 2．0　　24．7　　26壁3

0．3　　0．8

　　　　　　2．6　21．亙
0．3　　　　　1．3

　　　2．0　　2。6
経過観察

訪問指導

10．1　　　7。8　　1G．9　　¢7．4

0．喋　　　6．8　　　2．6

栄

養

検・

診

乳幼児栄餐相談

訪問栄養指導

学童対象栄養指導

0．4　　　　夏．3　　　1．3　　　5．3

0．4　　　0．5　　　2．6

1。0　　　 6◆8　　　1噂3

　①妊産婦対象の事業（表5）

　顯：これに関わる医師は、殆どが非常勤で、
産婦人科医が関与するところが22～80％、特にその割合

は市町村に低い。内科医の関与も多いところで20％にみ

られ、歯科医の関与率は設置主体により異なっている。

　常勤保健婦の関与率は、都道府県、市町村、及び政令

市では81～100％、特別区ではその約半分で、他所に比べ

非常勤保健婦の比率が高い。常勤栄養士の関与率は23～

71％で、非常勤者と合わせて考えても、都道府県、市町

村では栄養士不在のところが半数以上にみられる。

勲：大部分の医師は非常勤で、産婦人科医の関与

乳幼児

障害児

母子全般

5．2　　　5．8　　 7．8

1－q　　LO
O，4

5．3

5．3

歯科教室

育児教室

祖母教室

8．0　　　14，6　　11．7　　　5．3

1．4　　　15。6　　隻0．q　　　5．3

　　　5．0
そ

の

蝕

教

室

そ

の

他

肥満　　　　　　　　　正．4
アレルギー，アトビー，喘息　1，4

体操、遊戯　　　　　　　　　1．0

ことば　　　　　　　　0．3
障害児　　　　　　　　2．重

0．8

且．0　5．2

0．8　2．6

0．8　　2．6

　　1．3
療育相談

心理、精神保健相談

ダウン児の会

15。3　　　　i．8　　19．5　　i5．8

3．5　　　 0．8　　　3．9　　15．8

0e3　　　0．3　　　1．3

た。また、この中、主な事業については・1回当りの事

業に関与する保健婦と栄養士の人数も調べた。

率は47～89％である。妊娠時の保健指導には、育児に関

する具体的知識を与える事も含められているが、小児科

医の関与率は0～7％、歯科医（非常勤）の関与率は都道

府県、政令市及び市町村では20～40％、特別区では80％

以上と高率を示していた。

　約95％以上のところでは、母親学級の運営は常勤保健

婦によっており、また非常勤者の関与率も高い。栄養士

も都道府県、政令市及び特別区では常勤者が従事してい

るが、市町村では、非常勤と合わせても栄養士不在のと

ころがみられる。さらに、1回の母親学級を運営する保

健婦、栄養士の平均人数は、常勤保健婦では、都道府県、

市町村2．3人、政令市2。6人、特別区3．2人、非常勤保健婦

では、都道府県、市町村及び政令市0．7人、特別区1。2人、

常勤栄養士では、都道府県0．9人、市町村0。4人、政令市

1．0人及び特別区1．1人、非常勤栄養士ではそれぞれ0．2人、

0．5人0．2人、0．6人で、いずれの職種も特別区に一番多

い。前述のように、政令市では1回当りの受講数が一番

表5　妊産婦を対象とした保健事業へ関与する職種

常 勤 非　　常 勤

産科 小児科内科他科 歯科保健婦 栄養士 他 産科小児科内科他科 歯科 保健婦 栄養士 他

都道府県 4．8 81．o 42．9 33．3 80．0　　　20．0　5．0 45．0 75．0 5．0 20．0

健診・相談D 市町村 100．0 23．3 Io．o 22．2 3．7 77．8 18．5 18．5

政令市 6．9　6，9 10．3　93．1 69．0 44．8 40．0　　　　10．0 35．0 45．0 25．0

特別区 14．3 57．夏 71．4 57．L 42．9　　　　14，3 71．4 14．3 57．1

都道府県　2，8 3，7　6．4　0．9 9．2　92．7 92．7 22．O 61．1　　　　　　　1，4 33．3 62．5 18．1 20．8
母親学級～， 市町村　　0，3 0．7 013　98，3 38．0 12．5 46．6　3．8　0，8　0．4 20．6 58．4 52．3 35．5

政令蹴　　L4 4．1　4．1　2，7 9．5　95，9 93，2』 41．9 65．6　6，6　　　1．6 39．3 5臼．8 23．0 34．4

特別区 94．7 94．7 47．3 88．孚　　　　　　　5．6 83．3 88．9 55．6 38．9
都道府一・ 50．0 100．0 50．0 50．0

栄養指鞭’ 市町村 93．3 60．0 12．5 i2．5 75．0 25．0

政令市． ユ夏．工　22．2 44．8 88．9 50．0 50．0

特別区 50．0 100．0 50．0 100．0 50．0
Aイ匙A　’9｝ 孔　　　A　　　ヨ 化1）妊産婦鯉診、妊産婦相談・指導、妊娠届出時の指導

2）母親学級、両親（父親）学級

3）妊産婦敦室、貧1皿教竃

儒）
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表6　乳幼児を対象とした保健事業へ関与する職種

（笥

常　　　　勤 非　　常 勤

魔科 小児科内科他科歯科保健婦栄養士 他 産科 小児科 内科他科歯科 保健婦 栄養士 他

　　　　　　都道府県　1．9

～5カ月シ慰　τ芦町冬寸　　　0，5

　　健診政令市
　　　　　特別区

9．5　3．8　4．8　1．9　94．3　85．7

辱1　　　3，2　　0．5　　0．9　　　99．5　　37，1

8．1　3．5　　　　　100．0　84．2

1．1　5．3　5．3　5．3　89．5　94．7

23．3

8．5

3．9

2．6

5．4

．3

5．8

81．7

2．3

6．2

3．7

8．610．8　3．2

9．5　7．7　1．8

．8　9．6　3．8

6．3　5，310．5

62．4

9．1

1．5

4．2

28．0

4，三

9．2

7．4

17．2

2．7

．6

6．8

　　　　　　都道府県

～5カ月齢市町村

以外健診政令市

　　　　　特別区

6．3　　　3．1　　3．1　　3，1　　　96，9　　78．1

．2　3．0　　　1．2　100．0　31．3

0．4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100．0　　　91．3

21．9

5．9

5．2

3．3

．6

83．3

5．5

3．3

10．0　6，7　3，3

6．1　1．8　6．1

．5　　　16，7

56．7

9．4

6．7

20．0

1．2

2．2

10．0

7．6

1．1

　　　　　　都道府県

歳6カ月児市町村　　D．3

　　健診政令市
　　　　　特別区

＄，1　　　　　　　　9．1　　　　　　　　90，9　　90．9

．2　　　　3，5　　　0．3　　　6．0　　　　99．5　　　34．2

0．0　　　5．7　　　　　　17．1　　　97．1　　88．6

．7　　　　　　　　　　　　　　　7．7　　　　92，3　　84．6

27．3

3．2

D．0

6．2

1．4

60．0

1．6

3．8

8．5

　　10．040．0

2．1　2．779．7

．5　1，573．5

　23．138．5

50．0

0．3

0．3

9．2

30．0

5．1

6．8

9．2

50．0

4．？

2．1

9．2

　　　　　　都道府県　0．5

歳児　　　市町村

　健診　政令市
　　　　　特別区

1D．2　　　7．4　　5．6　11，1　　　93，1　　77，3

，3　　　　4，6　　　　　　　　6，6　　　　98．7　　　32．5

7、8　2．7L49，6　＄7．383，6
．3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　89．5　　94．7

45．8

8．5

7．1

2．6

3．9

．7

66．8

7．1

6．1

3．3

22．0　5．482，9

0．5　3．380．4

，6　2，879．2

真，116，750．0

70．7

1．7

1．1

4．4

19．0

4．0

5．0

8．9

45．9

6．9

5．0

E．1

　　　　　　都道府県

児　　　　市町村

栄養指轟P政令市

　　　　　特別区

4．7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23．3　　100．0

　　　　　　　　　78．4　50．5

．8　　　　　　　　　25．0　97．2

　　　　　　　　　　　100，0

18．6

5．3

3．9

15．8
．1

．1 4．5

73．7

7．2

3．6

10．5

2．8

6．4

0．0

26．4
．1

0．0

　　　　　　都道府県11．1

児　　　　市町村

栄養指導2’政令市

　　　　　特別区

　　　　　　　　　　22，2100．0
．2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48．9　　66，7

　　　　　　　　　10，0　90．0

　　　　　　　　　　　100．0

夏191

3．3

0．0

66．7
．8

66．7

9．2

00．0

00．0

33．3

3．8

D離乳食教室

2）幼児食教室、おやつ教室、その他指導

多いにも拘らず、他所と変診らない人員構成であった。

　騰：当然、栄養士の関与率は他事業より高率で
あるが、市町村では常勤者より非常勤の関与率が高く、

ここでも都道府県及び政令市の約1／2、市町村の殆どのと

ころで、常勤の保健婦が栄養指導を行っていた。

　②乳幼児期対象の事業（表6）

　一：常勤よりも非常勤医師が圧
倒的に多い。常勤小児科医の関与率は政令市において比

較的高く20～30％、非常勤小児科医の関与率は40～95％、

如％のところでは内科及び他科の医師が関与しており、

特に市町村にその傾向が強い。なお、特別区の1歳6カ

月児健診に、特に小児科医の関与率が低いのは、この健

診が医療機関委託によっているためであろう。乳児期の

健診にも歯科医が関与するところが1～17％にみられたが、

幼児期の健診における歯科医の関与は歯科医は虫歯予防

に重きを置いているのであろう。

　常勤保健婦の関与率は90％以上と高く、非常勤者も50

～94％と高い。特に市町村の非常勤者はいずれの健診に

おいても80％前後と関与率が高い。常勤の栄養士の関与

率は、都道府県、政令市及び特別区では、いずれの健診

においても約80～90％と高いが、市町村では約1／3に過ぎ

ない。設置主体によって、非常勤栄養士の雇用率は20～

70％と幅があるが、市町村においては30～40％で、ここ

でも常勤者、非1輸者考え合わせても、栄養士の関与が

全所に及ばない。保健婦、栄養士の人数をみると、常勤

保健婦では、都道府県4～5人、市町村4人前後、政令市、

特別区6人前後、非常勤保健婦では、都道府県、市町村及

び政令市1～2人、特別区3人前後で、合わせると特別区の

人数が一番多い。前述の健診の対象人数と比べると、政

令市のスタッフが少なく、特別区は多いことがわかる。

しかし、栄養士が関与する場合、常勤、非常勤とも1人が

最も多く、主体別に差はみられない。

　一：妊産婦同様、栄養士が中心とな
っているが、市町村においては常勤者の関与度は他所に

比べ1／2～2／3に過ぎない。また、特別区以外は保健婦も

かなり関わっていた。
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　このように、母子保健事業に関与するスタッフには、

設置主体によりかなりの差異がみられ、特に市町村にお

いては・乳幼児健診が、小児科以外の医師により行われ

ており、一方、栄養士（特に常勤）の関与率も低かった。

また、保健婦、栄養士が1回の率業に関与する人数は、

参加者の多少に必ずしも平行していなかった。このよう

に、地域による保健サービスの差を少なくするためには、

何よりもマンパワーの確保が必要であろう。

3　母子保健事業における栄養指導の現状

①対象別栄養指導の実施状況（表7）

　各保健所及び市町村における栄養指導の実施状況をみ

ると、特に都道府県での妊産婦指導が低率であった。こ

れは、市町村や医療機関に移管されたためである。乳幼

児にっいてもやや低く、これは、都道府県及び市町村が、

互いに役割分担をして行っているためであろう・

表7　栄養指導状況

ころがあった。

表8　妊産婦を対象とした保腱事業における栄養指導の

　　　実施率及び指導疸当職種　

栄養指導 栄養指轡担当職穏

の一施率 医師栄養士 保健婦 他D

都道府県 87．Ol％1 （需）72．2（匿1 50．0〔％） （毘｝

健診・相譲 市町村 78．1 1．9　30，2 79．2 1．9

政令布 70．0 4．3　87，0 13．0 4．3

特別区 LOO．0 旦OD．0

都道府県 99．1 2．9　97．1 10．5 1．o

母親学級 市町村 95．7 2，1　84．1 26．6 0．7

政令市 98．6 4．3　95．7 2．9

特別区 1000 1000 5

都道府県 100．0 100．0 50．0

栄養指導 市町村 100．0 92．9 14．3

政令市 100．0 100．0

特別区 100．0 100．0

1）主に歯科衛生士

妊産婦　乳児　　幼児
都道府県　44．4〔％175．6（％185．7（％｝

市町村　　73．1　　91．4　　78。5

政令市　　98．7　100．0　96，1

特別区　　1DO，0　100．0　100．0

　②各寮業における栄養指導の実施率及び指導担当職種

　前述の代表的な9種の事業における栄養指導状況にっ

いて述べる。

　朧繍＝栄養指導を主体とした事
業では、当然それらの実施率は100％となるが、健診・相

談の実施率は70～100％、母親学級では96～100％である。

中でも市町村、政令市の健診・相談での実施率は低いが、

母親学級のそれらは高い。特別区ではいずれにおいても、

全所で行われていた。栄養指導に医師、歯科衛生士等が

関与するところは、いずれの事業においても数％に過ぎ

ない。栄養士は当然、これらの事業の指導の中心である

が・保健婦の関与も高かった・ 各事業毎にみると・健診

・相談では保健婦の関与が高く、中でも市町村では、栄

養士が30％であるのに対し保健婦79％で、保健婦が主体

のところが多い。母親学級では、栄養士の比率は84～

100％・保健婦5～27％で」、ずれの設置主体においても

保健婦の関与するところがみられたが、ここでも市町村

にその傾向が強い。栄養指導事業をみると、都道府県、

政令市及び特別区の全所で栄養士が指導にあたっている

が、都道府県では約半数、市町村では14％のところでは

保健婦も関与しており、特に市町村では保健婦のみのと

一＾：健診事業に組み込まれてい
る場合の栄養指導の実施率は78～100％で、中でも3～5

カ月齢以外の健診での実施率は低い。さらに設置主体別

にみると、政令市における3～5ヵ月齢以外の健診、特

別区における1歳6カ月児健診での比率は他地区に比べ

低い。これらは、いずれも前述のように医療機関への委

託率が高いためであろう。健診時の栄養指導に関わる医

師は2～9％、歯科衛生士が1歳6カ月児、3歳児健診に

関わる割合は他事業に比べて高い。これは前述のように、

この時期における虫歯予防の指導のためであろう。栄養

士の関与率は乳児期に比べ、幼児期にやや低い。設置主

体別にみると市町村では栄養士が指導を行わないところ

がやはり多く、保健婦の関与が半数前後に及び、都道府

県にもその傾向がみられる。特別区でに全所で栄養士が

指導をしているが、保健婦の関与もわずかだがみられた。

栄養指導事業では、市町村のみ保健婦及び歯科衛生士の

関与がみられた。なお、栄養指導を行う職種と実施率に

は関連はなかった。

　③栄養指導の方法

　各事業における栄養指導の形式、方法及が媒体につい

て調査した。

　一：各事業によって、指導法は様々で
ある。健診・相談では、集団指導形式を導入していると

ころはみられず、来所者の1部あるいは全員に個人指導

を行うところが60～90％、指導媒体はテキストやパンフ

レットが殆どである。母親学級では集団指導のみのとこ
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表9 乳幼児を対象とした保健事業における栄養指導の

実施率及び指導担当職種

栄獲指醐 栄養指導担当職種

の災施率 医師 栄養士 保健婦 他

都道府県 97．1〔笥 2．皇（％192．61％1 18．1｛笥 1％1

3～5カ月児布町村 96．1 5．5 75．3 40．0 9．9

健診政令市 9夏．4 94．3 5．7

特別区 100．0 ユ90．0 5．3

都遵府県 82．4 3．4 93．1 31．0

3～5ヵ月齢市町村 95．4 5．6 59．4 46．9

以外健診政令市 77．8 95．7 4．5

特別区

都道府県 100．0 9．1 9D．9 36．4 9．1

1歳6カ月児市町村 90．5 4．8 58．2 48．6 3．0

健診政令市 95．7 95．5 7．5 1．5

特別区 84．6 100．0 7．7

都道府県 94．0 2．6 89．6 26．6 1．0

3歳児　　　市町村 90．3 7．5 63．4 55．2 4．5

健診　政令市 94．4 1．5 91．0 10．4 1．5

特別区 109．0 100．0 5．3

都道府県 100．0 且oo．o

乳児　　　　市町村 夏DO．0 99．2 14．2 D．3

栄養指源　政令市 100．0 100．0

特別区　　一
100．o ヒ00．0

都道尉県 100．0 100．0

幼児　　　　市町村 100．0 93．2 27．3 4．5

栄養指導　政令市 100．0 10D．O

特別区 100．0 100．0

ろが半数以上、特にこの傾向は政令市に強い。これは前

述のように1回の受講人数が多いためであろう。指導方

法は、特別区では主に講義のみ、都道府県、市町村及び

政令市では講義以外に、試食や調理実習、実演といった

異体的な方法が3～53％のところで行われていた。また、

テキスト、パンフレット以外にパネル、ポスターやフー

ドモデル、ビデオ、スライド等視覚媒体も2～63％のとこ

ろで使われている。栄養指導事業では、試食や調理実習、

実演中心に運営されており、集団指導が主で、設置主体

による明かな違いはみられなかった。

　一：乳児及び幼児を対象とした健診で
は、全員に個人指導を行うところが5～52％、特別区では

5～26％と低く、市町村ではいずれも40％以上に及ぶ。こ

れは前述のように特別区では主に栄養士が指導を行うの

に対し、市町村では保健婦の関与が高く、保健婦は人数

が多いために個人指導が可能なのであろう。また、健診

時に調理実演や実習を行うところが都道府県、市町村で

数％みられた。さらに、指導媒体としては、テキスト、

パンフレット以外に、パネルやボスター、フードモデル

　が10～60％、ビデオやスライドも多いところでは10％に

　及ぶ。特に、離乳開始の時期に当たる3～5ヵ月児健診

　では、ビデオやスライドの使用率が比較的高かった。栄

　養指導事業では、主に集団指導を行うところが70％以上

　と多い。乳児指導では試食や調理実演が多く、40～100％、

1％1調理実習は妊産婦に比べ少なく、0～30％である。幼児指

　導では、特別区では講義が中心、他所では試食や調理実

　習が半数以上のところで行われている。指導媒体は、健

　診と同様であるが、政令市の20％近くのところでは乳児

　指導にビデオを用いていた。

　　④栄養指導上の問題点

　　一：指導上何らかの問題を有する割合
　は13～67％、その割合は健診・相談に比べ、母親学級一

　栄養指導事業にやや高く、これは栄養指導の占めるウエ

　　イトによるのかもしれない。問題として、「時間不足」

　　「人手不足』「対象の人集めが困難」などがあげられて

　おり、50～100％のものはこれらのいずれかをあげていた・

　　中でも特別区ではr人手不足』の訴えは皆無であった。

　　これは前述のようにスタッフが他所に比べ多いためであ

　　ろう。母親学級にっいてみると、栄養士が指導にあたる

　　ところより保健婦によるところ、集団指導をするところ

　　より個別指導をするところに指導上の問題がやや多かっ

　　た。

　　一：健診の場で問題を有するところは
　　20～50％、栄養指導事業では40～60％で、その内容はや

　　はり、「時間不足』r人手不足」があげられ、特に都道

　府県、市町村及び政令市に多く、そのいずれかが50％以
上に及ぶ。r らに栄養指導串業では、「人集めが困難」

とする所も比較的多かった。設置主体別には、特別区で

は問題を有するところが他所に比べ少なく、特に「人手

不足」の訴えが少なかった。さらに、ここでも妊産婦に

対する事業と同様、指導担当職腫と、指導形式により問

題発生の頻度にやや違いがみられた。

　このように、母子栄養指導状況を実施主体別にみると、

特に指導を行う職種と指導形式には一定の違いがみられ

たが、指導方法及び媒体にはその違いが明らかではない。

これは栄養士という専門性が問われる結果といえよう。

光山らは、乳幼児健診の栄養指導における栄養士に対す

る保護者の評価は、他職種に対するものと変わらなかっ

たと報告しているω。しかし、栄養士が指導を行うとこ

ろは、指導上問題の少ないところが多く、私達が行った

別の調査51では、離乳に関する情報を栄養士から得る者

は、他職種から得る者より離乳を適切に進めており、そ

の指導は他職種と同一のものとは思われない。しかし、

実際は、栄養士による指導は集団指導が多く、しかも、
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栄養士の指導が受けられないところさえあった。雛、

保健所市町村における保健婦活動にっいて調査、検討が

なされており6，、保健婦の増員が望まれているが、本調

査結果から、特に市町村において栄養士の配置が望まれ、

その上でそれぞれの専門性を高めていくことが、よりよ

い母子保健事業の実施にっながるのだろう。また、常勤

栄養士の事業への関与率の高かった特別区保健所では、

人手不足の訴えは少ないが、栄養指導は集団対応が多く、

一方、栄養士が中心となる栄養指導鶏業では、住民の参

加は少ない。それは住民側からの評価が低いためかもし

れない。ある地域では以下のような成功例を報告してい

る7》。従来の健診時の栄養指導では、医師や保健婦によ

りその必要が認められた者、母親から訴えがあった者が

中心であったが、簡単な質問票を用い、栄養士からみて

指導が必要と思われる者を指導対象に加え、より多角的

に対象をとらえている。この方法は一方的に対象を評価

するのではなく、質問票を記入する事によりそれが対象

自身の自己評価になり指導効果を高めるのに役立ってい

るという。このような努力は今後一層望まれるであろう。

さらに、健診の場だけでは不可能な、より具体的な栄養

指導事業の効果を高めるためには、各地域ごとの二一ズ

に合った事業内容を検討し、さらに対象者の参加率を高

めるために、事業のあり方、PRの方法などを今一度見

直す必要があろう。
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